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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 8月 25日 (2004.8.25)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 内 燃 機 関 の 排 気 通 路 に 連 続 再 生 型 デ ィ ー ゼ ル パ テ ィ キ ュ レ ー ト フ ィ ル タ 装 置 を 備 え 、 粒
子 状 物 質 を 捕 集 す る フ ィ ル タ に お け る 粒 子 状 物 質 の 捕 集 量 が 所 定 の 判 定 値 以 上 に
な っ た 時 に 、 再 生 モ ー ド 運 転 を 行 っ て 捕 集 さ れ た 粒 子 状 物 質 を 酸 化 除 去 す る 内 燃 機 関 の 排
気 ガ ス 浄 化 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 フ ィ ル タ に 捕 集 さ れ る 粒 子 状 物 質 の 捕 集 量 を 推 定 す る 捕 集 量 推 定 手 段 と 、 該 捕 集 量
推 定 手 段 に よ っ て 推 定 さ れ た 粒 子 状 物 質 の 捕 集 量 が 所 定 の 判 定 値 以 上 の 時 に 、 内
燃 機 関 の 最 大 噴 射 量 を 制 限 す る 最 大 噴 射 量 制 限 手 段 を 備 え た 内 燃 機 関 の 排 気 ガ ス 浄 化 シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 最 大 噴 射 量 制 限 手 段 が 内 燃 機 関 の 最 大 噴 射 量 を 制 限 す る 時 又 は 制 限 中 に お い て 、 内
燃 機 関 の 最 大 噴 射 量 の 制 限 を 通 知 す る 制 限 通 知 手 段 を 備 え た 請 求 項 １ 記 載 の 内 燃 機 関 の 排
気 ガ ス 浄 化 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 捕 集 量 推 定 手 段 が 、 前 記 フ ィ ル タ の 前 後 の 差 圧 に よ り 粒 子 状 物 質 の 捕 集 量 を 推 定 す
る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 内 燃 機 関 の 排 気 ガ ス 浄 化 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 連 続 再 生 型 デ ィ ー ゼ ル パ テ ィ キ ュ レ ー ト フ ィ ル タ 装 置 が 、 前 記 フ ィ ル タ に 触 媒 を 担
持 さ せ た 装 置 、 前 記 フ ィ ル タ の 上 流 側 に 酸 化 触 媒 を 設 け た 装 置 、 前 記 フ ィ ル タ に 触 媒 を 担
持 さ せ る と 共 に 該 フ ィ ル タ の 上 流 側 に 酸 化 触 媒 を 設 け た 装 置 の い ず れ か で あ る 請 求 項 １ ～
３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 内 燃 機 関 の 排 気 ガ ス 浄 化 シ ス テ ム 。
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【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 ０ ０ １ ６ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 以 上 の よ う な 目 的 を 達 成 す る た め の 内 燃 機 関 の 排 気 ガ ス 浄 化 シ ス テ ム は 、 内 燃 機 関 の 排
気 通 路 に 連 続 再 生 型 Ｄ Ｐ Ｆ 装 置 を 備 え 、 粒 子 状 物 質 を 捕 集 す る フ ィ ル タ に お け る 粒 子 状 物
質 の 捕 集 量 が 所 定 の 判 定 値 以 上 に な っ た 時 に 、 再 生 モ ー ド 運 転 を 行 っ て 捕 集 さ れ
た 粒 子 状 物 質 を 酸 化 除 去 す る 内 燃 機 関 の 排 気 ガ ス 浄 化 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 フ ィ ル タ に
捕 集 さ れ る 粒 子 状 物 質 の 捕 集 量 を 推 定 す る 捕 集 量 推 定 手 段 と 、 該 捕 集 量 推 定 手 段 に よ っ て
推 定 さ れ た 粒 子 状 物 質 の 捕 集 量 が 所 定 の 判 定 値 以 上 の 時 に 、 内 燃 機 関 の 最 大 噴 射
量 を 制 限 す る 最 大 噴 射 量 制 限 手 段 を 備 え て 構 成 さ れ る 。
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